
琉球大学における利益相反マネジメント体制

利益相反マネジメント委員会
委員長 ：学長指名の理事又は副学長

委 員 ：学長指名の理事又は副学長

産学官連携推進機構の教員

各学部等選出の評議員

総合企画戦略部長

総務部長

その他委員長が必要と認める者

事 務 ：総合企画戦略部地域連携推進課

及び総務部人事課

利益相反マネジメントワーキングループ
主 査 ：産学機構の教員

委 員 ：総合企画戦略部地域連携推進課職員（窓口）

総務部人事課職員

（委員の数名がカウンセラーを兼務）

事 務 ：総合企画戦略部地域連携推進課及び

総務部人事課

利益相反カウンセラー
・総合企画戦略部地域連携推進課の職員
・総務部人事課の職員
・各学部等の担当職員
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利益相反アドバイザー
弁護士、弁理士、公認会計士等

学 長
再審査の指示

自己申告書の提出（年１回程度）

審査結果通知

助
言
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談 報告・相談

意見聴取・アドバイス

ヒアリング


